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杉浦のつぶやき

　皆さん、こんにちは、建築開発部の杉浦です。先月８日より新型コロナウィルスの位置付けが、季節性
インフルエンザと同じ「５類」に引き下げられ、長かったコロナウィルスとの戦いも一区切りとなりました。
２０１９年１２月、中国の武漢で初の感染者が確認され、ロックダウンなどの感染拡大防止策が取られ
たにもかかわらず、パンデミックを止めることができず、２０２０年１月には日本でも感染者が確認されま
した。クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」の隔離や、芸能界では志村けんさん、岡江久美子さんな
どの著名人も犠牲となり、日本中に大きな衝撃を与えました。感染者数の累計は３，３００万人、死者
数は７４，０００人（2023年５月現在）を超え、特に高齢の方や基礎疾患のある方が多く犠牲となりまし
た。心よりご冥福をお祈りします。この間、多くの行事が中止・縮小に追い込まれ、リモートが定着し、
人々の意識や行動がかつてないほど大きく変化することになりました。コロナウィルス感染拡大から世界
が教訓とすることは何か、一言で言い表すことは非常に困難ですが、今後、新たなウィルスが蔓延した
場合のリスク回避や迅速な行動制限など、次なる対応策を改めて取りまとめることが非常に重要なこと
ではないでしょうか。

所有者不明土地
の解消に向けた
民事基本法制が
見直されます

ちょっと一息
頭の体操

＜数独のルール＞ ＜問56＞ 1
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１、空いているマスに1～9の数字をいれる。 4 7 6 1
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2、 縦・横の各列及び、太線で囲まれた3×3の
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＜答え＞ ブロック内に同じ数字が複数入ってはいけない。

ルールは以上です。簡単ですよね。 6 7
9 4
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正解は欄外をご覧ください。 7

でもやってみると意外に難しいですよ。
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＜課題＞

相続登記がされないこと等により、所有者不明土地が発生

＜背景＞

● 相続登記の申請は義務ではなく、申請しなくても不利益を被ることはない。

● 都市部への人口移動や高齢化の進展等により、地方を中心に土地の所有意識が希薄化

＜問題点＞

● 所有者の探索に多大な時間と費用が必要

● 所有者の所在が不明な場合には、土地が管理されず放置されることが多い

＜対策＞

● 登記がされるようにするための不動産登記法の見直し

● 土地・建物等の利用に関する民法の見直し
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● お問い合わせ先

石橋建設興業株式会社

● 営業内容

碧南市山神町２丁目７２番地

ＴＥＬ：０５６６－４２－８１８１

ＦＡＸ：０５６６－４２－８８３３

E-mail：ishi1957@oregano.ocn.ne.jp

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

・土木工事

・建築工事

・造園工事

・舗装工事

・建設用資材の納入販売

・重機械の施工

・宅地建物取引業

第二事業部 開発部 都築一雄（携帯）０９０－１２３５－０２３７／ 杉浦幹夫（携帯）０８０－２６５８－３０３５

・アスファルトガラ、コンクリートガラ、建設発生土のリサイクル

石橋建設興業 検 索
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